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トラック運送事業の働き方をめぐる現状と課題

【年齢構成】

（出典）厚生労働省「平成30年賃金構造基本統計調査」ほかより国土交通省作成
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全産業平均より若年層の割合が低く、
高齢層の割合が高い。

【人手不足】 全職業平均より約2.0倍高い。
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トラックドライバー不足の現状

トラックドライバー働き方をめぐる課題

ドライバー不足を解消するためには、ドライバーに長時間労働をさせずに、十分な賃金を支払うことができるよ
う、運送事業者が適正な運賃収受のできる取引環境に是正することが不可欠。

【労働時間】 全産業平均より約１割～２割低い。【年間賃金】全職業平均より約２割長い。
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（平均 ： 42.9歳） （平均 ： （大型）48.6歳、（中小型） 46.2歳）



「標準的な運賃」の考え方と論点について全産業平均と比較したトラックドライバーの人件費の推移

（出典）厚生労働省「賃金構造基本統計調査」から国土交通省作成

● 規制緩和前、トラックドライバーの給与は全産業平均並み、あるいはそれ以上であったが、平成２年の規制緩和以後、ほぼ一貫して
低下傾向にあり、現在では、全産業平均と比較して、大型トラックのドライバーは約50万円／年、中・小型トラックのドライバーは約100

万円／年の乖離。
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ドライバー不足がもたらす問題と生産性の向上に向けた取組について

4

トラックドライバー不足がもたらす問題

トラック運送業における生産性向上に向けた取組

● ドライバー不足を背景に、既に、運送サービスを提供可能なトラック台数や日・時間帯等の縮小が発生。

【実際に現場で起きている事例】

・長時間の拘束等を理由に配送業務撤退の要請（食品メーカー系物流会社）

・宅配便の配達指定時間帯の縮小（大手宅配事業者）

・雑誌・書籍の発売日が従来より１日後ろ倒し（中国・九州地方の運送業者）

・関東・関西方面へ輸送する農産品の集荷を１日前倒し（宮崎県の運送業者）

・日曜日の集荷・配達を中止（右図参照） 【参考】日曜日の配送等中止に関するある運送事業者の
リリース（会社ＨＰより引用）

取引の適正化等を図り、ドライバー不足の問題に適切に対応しない場合、物流が不安定となる、各企業の販売の
機会損失が発生するなど、サプライチェーン全体に影響を与える懸念。

（イメージ）

● トラック事業者においても、生産性の向上・多様な人材の確保に向けて様々な取組を実施。

・ パレット化等による機械荷役化の促進
（荷役時間の削減・負担軽減）

パレットによる機械荷役

・ 中継輸送の実施（日帰りの短時間勤務が可能）

・ スワップボディコンテナの導入
（荷主側の庫内業務の効率化等）

スワップボディコンテナ車両

一層の取組を促進
するための原資の
確保が必要。

また、中小への浸
透には時間を要す
るものも多いため、
あわせて取引の
適正化を図ること
が不可欠。

【取組の例】

テールゲートリフターの導入

・ 車両の安全性の確保
（先進安全自動車（ASV）の導入等）

被害衝突軽減ブレーキの例▶

ライフスタイルに合わせたシフトの設計

・ 女性等が働きやすい環境の整備

託児所の設置

女性ドライ
バー等に
配慮した車
両の導入

（乗降性の
確保等）

◀



（平成 ２年１２月 １日 貨物自動車運送事業法の施行）
（平成１５年 ４月 １日 改正貨物自動車運送事業法の施行）
（平成３０年１２月１４日 改正貨物自動車運送事業法（議員立法）の公布）

運賃・料金規制 認可 事後届出
（30日以内）

法施行（平成２年１２月～）法施行前（平成２年） 法改正（平成３０年）法改正（平成１５年４月～）

事前届出制 標準的な運賃
の告示制度

～令和５年度末

事業の参入

事業の退出

免許

休止・廃止
許可

事後届出
（30日以内）

許可

事業計画

車両数
認可

車両数
事前届出

営業区域
都道府県区域、
拡大営業区域

営業区域
廃止

最低車両台数
各地域により
５～１５両

最低車両台数
全国一律５両

荷主対策 荷主勧告制度
｢働きかけ｣等の
規定の新設

～令和５年度末

事前届出
（30日以内）
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貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律（議員立法）の概要 （平成30年法律第96号）

経済活動 ・ 国民生活を支えるトラック運送業の健全な発達を図るため規制の適正化を図るほか、その業務について、令和６年度から

時間外労働の限度時間が設定される（＝働き方改革法施行）こと等を踏まえ、その担い手である運転者の不足により重要な社会インフラ

である物流が滞ってしまうことのないよう、緊急に運転者の労働条件を改善する必要があること等に鑑み、所要の措置を講じる。

改正の目的

改正の概要

① 欠格期間の延長等

② 許可の際の基準の明確化

③ 約款の認可基準の明確化

１．規制の適正化

① 輸送の安全に係る義務の明確化

事業用自動車の定期的な点検・整備の実施 等

② 事業の適確な遂行のための遵守義務の新設

２．事業者が遵守すべき事項の明確化

【令和５年度末までの時限措置】

(1) トラック事業者の違反原因となるおそれのある行為を荷主がしている疑いがある場合

→ ① 国土交通大臣が関係行政機関の長と、当該荷主の情報を共有

② 国土交通大臣が、関係行政機関と協力して、荷主の理解を得るための働きかけ

(2) 荷主への疑いに相当な理由がある場合

→ 国土交通大臣が、関係行政機関と協力して、要請

(3) 要請をしてもなお改善されない場合

→ 国土交通大臣が、関係行政機関と協力して、勧告＋公表

荷主の行為が独占禁止法違反の疑いがある場合→ 公正取引委員会への通知

① 荷主の配慮義務の新設
トラック事業者が法令遵守できるよう、荷主の配慮義務を設ける

・ 制度の対象に、貨物軽自動車運送事業者を追加

・ 荷主勧告を行った場合には、当該荷主の公表を行う旨を明記

③ 国土交通大臣による荷主への働きかけ等の規定の新設

② 荷主勧告制度（既存）の強化

３．荷主対策の深度化

４．標準的な運賃の告示制度の導入 【令和５年度末までの時限措置】

法令に違反した者等の参入の厳格化

・ 欠格期間の延長（２年⇒５年）

・ 処分逃れのため自主廃業を行った者の参入制限

・ 密接関係者（親会社等）が許可の取消処分を受けた者
の参入制限 等

・ 安全性確保（車両の点検・整備の確実な実施等）

・ 事業の継続遂行のための計画（十分な広さの車庫等）

・ 事業の継続遂行のための経済的基礎（資金） 等

以下について、適切な計画・能力を有する旨を要件
として明確化

荷待時間、追加的な附帯業務等の見える化を図り、

対価を伴わない役務の発生を防ぐために基準を明確化

→ 原則として運賃と料金とを分別して収受

＝ 「運賃」：運送の対価 「料金」：運送以外のサービス等

・ 車庫の整備・管理

・ 健康保険法等により納付義務を負う保険料等の納付
（労働条件の改善・事業の健全な運営の確保のため）

国土交通大臣が、標準的な運賃を定め、告示できる

トラック事業者の努力だけでは働き方改革・法令遵守を進めることは困難 （例：過労運転、過積載等）

→ 荷主の理解・協力のもとで働き方改革 ・法令遵守を進めることができるよう、以下の改正を実施

（許可後、継続的なルール遵守）

※ 「荷主」には元請事業者も含まれる。

【公布日 ： 平成30年12月14日】

【背景】 荷主への交渉力が弱い等
→ 必要なコストに見合った対価を収受しにくい

→ 結果として法令遵守しながらの持続的な
運営ができない

法令遵守して運営
する際の参考となる
運賃が効果的

標準的な運賃の告示制度の導入

施行日 ： （１． ・ ２．）令和元年11月１日 （３．）令和元年７月１日 （４．）令和元年12月14日 【標準的な運賃の告示日は令和２年４月24日】
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改正貨物自動車運送事業法に基づく標準的な運賃について （告示：令和２年４月24日）

○ ドライバーの労働条件の改善等を図るため、法令を遵守して持続的に事業を運営するための参考となる運賃を示すことが
効果的との趣旨により、「標準的な運賃の告示制度」が創設。

○ 標準的な運賃は、①トラック事業の能率的な経営の下における適正な原価に、②適正な利潤を加えたものを基準。原価の
算定に当たっては、①ドライバーの賃金を全産業の標準的水準に是正すること、②コンプライアンスを確保できることを前提。

○元請け・下請けの関係
⇒ 実運送事業にかかる原価等を基準に運賃を算出。

○減価償却費（車両）
⇒ 法定耐用年数とリース期間・融資期間等の実態を加味し、

５年での償却を前提に算出。

○人件費
⇒ 全産業平均の時間当たりの単価を基準。

○運賃表の基本

⇒ 貸切（チャーター）を前提として、（１）距離制、（２）時間制の双方の運賃表を策定。 また、上限・下限の幅は設けず統一的な運賃を設定。

○車種等の違い

⇒ 車格別（2t, 4t, 10t, 20t）について設定。 ・ ドライバン型のトラックを基準として算出。 ※冷凍・冷蔵のバン型車については割増率を設定

○地域差 ⇒ 地方運輸局ブロック単位で運賃表を策定。

１．運賃表の設計方針

⇒ 料金（待機時間料、高速道路料金、フェリー料金、燃料サーチャージ等）については、運賃表とは別に項目を規定。

※待機時間料は、30分を超える場合の１時間当たりの標準的な料金を設定（30分以内の待機時間に係る費用は固定費に算入）。

２．運賃と料金の考え方

３．「適正な原価」の考え方

⇒ 経常利益（営業外収入を除く。）として一定水準確保できるよう、自己資本に対する適正な利潤額を算定。

４．「適正な利潤」の考え方

○間接費（一般管理費等）
⇒ トラック運送事業の平均値を使用。

○借入金利息
⇒ 営業外費用として、適正な原価に算入。

○帰り荷の取扱い
⇒ 実車率50％の前提で算出。
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現在の実勢運賃の決まり方について

● これまでの調査によると、運送事業者の約６０％は貸切り（距離制＋時間制）運賃を採用しており、また、約３０％は重量ご
と、容積ごとの個建て運賃を採用。特別積合せ運賃は約２％とごく僅か。

● 運賃・料金の決定方法は、約４０％が取引先の提示運賃（荷主からの言い値）であり、また、約２５％が過去の運賃・料金
水準を参考としている状況。原価計算に基づいた運賃・料金をベースとしている事業者は約２５％にとどまる。

（出典）平成２９年国土交通省、全日本トラック協会調査

個建ての種類

契約している運賃体系 運賃・料金の決定方法

ベースとしている運賃・料金表

約60％

現在の実勢運賃の決まり方について
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現在の実勢運賃において収受できていない費用について

● これまでの調査では、人件費、安全対策費についても、十分に収受できない状況がある。

● また、燃料サーチャージを筆頭に、車両留置料や割増料金を十分に収受できていない事業者が多数。

http://www.mlit.go.jp/common/001173080.pdf
（出典）平成２９年国土交通省、全日本トラック協会調査

5
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その他費用

特殊品目費（貴重品、危険品等）

附帯作業料

積込・取卸料

通行料（高速道路利用料等）

割増料金（休日・深夜早朝割増等）

車両留置料（荷待ち時間等）

燃料サーチャージ

出来なくなっている事項

取引先からの収受状況（安全対策費） 取引先からの費用収受状況（人件費）

出来なくなっている事項

「十分に収受できていない」費用について
（燃料サーチャージ等）

「十分に収受できていない」費用について

現在の実勢運賃において収受できていない費用について
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「標準的な運賃」の考え方と論点についてトラックの代表的な車格について

○ 一般的な貨物を運ぶ事業用のトラックの大きさは、積載量により、大きく分けて、①小型トラック、②中型トラック、③
大型トラックの３つに分類される。

○ そのほか、特殊な形状・仕様のトラックやトレーラーが存在。 ※全日本トラック協会ホームページより

【特殊な形状・仕様のトラックなど】

（出典）全日本トラック協会ホームページより引用。ただし、赤字下線部分は国土交通省にて追記。
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「標準的な運賃」の考え方と論点について標準的な運賃の算出に係る考え方について（イメージ）

● 「標準的な運賃」は、①トラック事業の能率的な経営の下における適正な原価に②適正な利潤を加えたものが基準
。適正な原価の算定に当たっては、標準的なトラック事業者の原価を参考としつつ、①ドライバーの賃金を全産業の
標準的水準に是正すること、②コンプライアンス（労働時間・法定福利費等）を確保できることを前提。

固定費

変動費

○走行距離に関係なく発生する費用
○「一時間あたりの固定費」に拘束時間を乗じる
【例】車両費、自動車関連諸税、保険料、

運転者人件費（所定内労働分の賃金、福利費等）

○走行距離に比例して発生する費用
○「１ｋｍ走行あたりの変動費」に走行距離を乗じる
【例】運行費、運転者人件費（時間外労働分の手当て）等距

離
制
・
時
間
制
タ
リ
フ
運
賃

【例】高速道路利用料、フェリー利用料、駐車場利用料、
宿泊費用、燃料サーチャージ、附帯作業費、待機時間
料 等

割増料・諸謝金

利潤
○事業の持続的な経営を行い、成長していくために必要な
適正な利潤

自己資本額に対する適正な利
潤額として、持続的な経営に
必要な一定額を算出

個社への原価調査や統計
に基づき、距離帯、時間帯
に応じた変動費を算出

個社への原価調査や統計
に基づき、距離帯、時間帯
に応じた固定費を算出

実費額を収受することを基本
としつつ、必然的に生じる待
機時間に対する費用について
は一定の配慮 11



標準運送約款の改正（運賃と料金の適正な収受、H29年度改正）

発地 着地

附帯業務料 附帯業務料

積込料 運賃附帯業務料 附帯業務料

待
機
時
間
料

待
機
時
間
料

○運賃が運送の対価であることを明確化するため、運賃の範囲を明確化する通達を発出。

○適正な運賃・料金を収受するための方策として標準貨物自動車運送約款を以下の通り改正。

①荷送人が運送依頼をする際に作成する運送状等の記載事項について、「待機時間料」、「積込料」、「取卸

料」等の料金の具体例を規定。

②荷待ちに対する対価を「待機時間料」とし、発地又は着地における積込み又は取卸しに対する対価を「積

込料」及び「取卸料」とそれぞれ規定。

③附帯業務の内容に「横持ち」、「縦持ち」、「棚入れ」、「ラベル貼り」及び「はい作業」 を追加。 等

は
い
作
業

車両による
発地→着地

の荷物の移動

積込み 取卸し
荷
待
ち

荷
造
り

出
庫
仕
分
け

検
収
・
検
品

縦横
持持
ち ち

は
い
作
業

棚
入
れ

ラ
ベ
ル
貼
り

等

横縦
持持
ち ち

検
収
・
検
品

入
庫
仕
分
け

荷
待
ち

改
正
後

取卸料

車両留置料車両留置料

運賃

＜運送＞

（※）

（※）はい作業：倉庫等において袋や箱を一定の方法で規則正しく積み上げたり、積み上げられた荷をくずしたりする作業

改
正
前

スケジュール：平成２９年８月４日公布、１１月４日施行
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運賃表（九州運輸局管内）
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運賃表（九州運輸局管内）
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参考：平成11年公示運賃表
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説明会の実施状況

福岡運輸支局では、事業者・荷主向けの説明会を以下のとおり実施。

16

実施日 説明会 会場 主催 参加者

令和2年9月17日「標準的な運賃」普及セミナー リファレンス駅東ビル 公益社団法人福岡県トラック協会 事業者70名

令和2年9月29日「標準的な運賃」説明会 筑後緊急輸送物資センター 公益社団法人福岡県トラック協会 事業者50名（うちWEB参加10名）

令和2年10月2日「標準的な運賃」説明会 北九州緊急輸送物資センター 公益社団法人福岡県トラック協会 事業者56名（うちWEB参加22名）

令和2年10月6日「標準的な運賃」説明会 福岡県トラック総合会館 公益社団法人福岡県トラック協会 事業者53名（うちWEB参加14名）

令和2年10月9日「標準的な運賃」説明会 筑豊緊急輸送物資センター 公益社団法人福岡県トラック協会 事業者53名（うちWEB参加26名）

令和2年11月12日トラック事業における標準的な運賃の説明会 福岡市東市民ホール 福岡運輸支局 事業者248社330名

令和2年11月13日働き方改革関連法に関する説明会 ウェル戸畑 福岡労働局 事業者9名

令和2年11月16日働き方改革関連法に関する説明会 福岡朝日ビル 福岡労働局 事業者6名

令和2年11月20日荷役作業安全ガイド講習会 リファレンス駅東ビル 陸上貨物運送事業労働災害防止協会
荷主を中心に46名（建設業、小売業、
製造業、倉庫業、物流業）

令和2年11月25日働き方改革関連法に関する説明会 大牟田労働福祉会館 福岡労働局 事業者 10名

令和2年12月11日働き方改革関連法に関する説明会 朝倉商工会議所 福岡労働局 事業者5名

令和2年12月16日働き方改革関連法に関する説明会 天神クリスタルビル 福岡労働局 事業者 15名


